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（別紙） 

 

諮  問  理  由 

（人口推計の基幹統計としての指定について） 

 

 

１ 「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定）において、現在推計人口

の基幹統計化について、集計の充実に向けて都道府県間移動等に係る外国人人口に関する新たな推計方

法の検討を推進し、平成28年度前半までに結論を得ることとされており、総務省が作成する人口推計

は、新たに基幹統計として整備する統計とされているところである。 

 

２ 人口推計は、５年ごとに作成される国勢統計（総務省が所管する基幹統計）の間の人口（外国人を含

む我が国に常住している全人口）について、その間の自然動態（出生及び死亡）、社会動態（出入国等）

及び国籍異動の状況を反映して、各月１日現在及び各年 10 月１日現在の状態を明らかにすることを目

的として作成される加工統計である。 

 

３ 人口推計は、各種政策の企画立案の基礎データとなる国民経済計算（内閣府が所管する基幹統計）、労

働力統計（総務省が所管する基幹統計）、簡易生命表（厚生労働省が所管する基幹統計）等の基幹統計

の作成の基礎資料として利用されているほか、国勢統計が作成されない時点における人口に関する最新

のデータとして、各種施策の策定の基礎資料として利用されている。 

 

４ また、人口推計は、国勢統計が作成されない時点においては、国勢統計に代わるデータとなる役割も

担っていることから、地域別や年齢階級別の人口規模の把握に利用されるなど民間研究機関等における

各種研究等においても幅広く利用されている。 

 

５ さらに、人口推計は、国際連合の「人口統計年鑑」（Demographic Yearbook）の作成のために毎年提供

されているほか、国際通貨基金の「特別データ公表基準」（Special Data Dissemination Standards）

に対応する項目として我が国の国別データ概要ページに掲載されている。 

 

６ このように、人口推計は、統計法（平成19年法律第53号）第２条第４項第３号の規定で定める基幹

統計として指定するための３要件のうち、①同号イの「全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施す

る上において特に重要な統計」については上記３の点から、②同号ロの「民間における意思決定又は研

究活動のために広く利用されると見込まれる統計」については上記４の点から、③同号ハの「国際条約

又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特

に重要な統計」については上記５の点から、いずれの要件にも該当するものと考えられる。 

 

７ 以上の理由から、人口推計を基幹統計に指定することとしたい。 
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基本計画との関係 
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（注）「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年3月25日閣議決定） 
   別表 「第２ 公的統計の整備に関する事項」部分 
    項目 ３ (2) 人口減少社会やワーク・ライフ・バランスに対応した統計の整備 

基本計画(注)において、総務省に対し以下の事項が指摘されている。 

 
○  現在推計人口の基幹統計化について、集計の充実に向けて都道府県

間移動等に係る外国人人口に関する新たな推計方法の検討を推進し、
結論を得る。 

 

  ⇒平成28年度前半までに結論を得る。 
 

基本計画における指摘事項 



人口推計の概要 
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 総務省が作成する人口推計は、 
  ５年ごとに作成される国勢統計（基幹統計）の間の人口について、各月 
 1日現在及び各年10月１日現在の状態を明らかにする加工統計である。 
 
【推計方法】 
 総 人 口    ＝基準人口（総数） 

 ＋自然動態（日本人・外国人）＋社会動態（日本人・外国人） 
 日本人人口 ＝基準人口（日本人） 

 ＋自然動態（日本人）＋社会動態（日本人） 
 ＋国籍の異動による純増減 

 

 ＊基準人口：国勢調査の翌年は、国勢調査の人口。その他の年は、前年10月１日現在の人口 
 ＊自然動態：出生児数－死亡者数（ 「人口動態統計」（厚生労働省が所管する基幹統計）） 
 ＊社会動態：入国者数－出国者数※（ 「出入国管理統計」（法務省が所管する業務統計））  
   ※ 都道府県別人口においては、「都道府県間転入者数－都道府県間転出者数」を加算（「住民基本台帳人口移動報告」 
    （総務省が所管する業務統計）） 
 ＊国籍の異動による純増減：法務省資料及び官報告示を基に総務省統計局が集計 



基幹統計の要件 
（統計法第２条第４項第３号） 

人口推計の基幹統計の要件への該当状況 

  
◎ 行政機関が作成し、又は作成すべき統計 
   であって、次のいずれかに該当するもの 
   として総務大臣が指定するもの 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【第３号イ】 
全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施 
する上において特に重要な統計 
 
 
【第３号ロ】 
民間における意思決定又は研究活動のために 
広く利用されると見込まれる統計 
 
  
【第３号ハ】 
国際条約又は国際機関が作成する計画に 
おいて作成が求められている統計その他国際 
比較を行う上において特に重要な統計 
 

○ 地域別や年齢階級別の人口規模の把握に 
  利用されるなど民間研究機関等における各種 
  研究等においても幅広く利用 

○ 国際連合の｢人口統計年鑑」作成のための 
 データを毎年提供 
 

○ 国際通貨基金の「特別データ公表基準」に 
 対応する項目として我が国の国別データ概要 
 ページに掲載 

○ 各種政策の企画立案の基礎データとなる 
 国民経済計算、労働力統計、簡易生命表 
 等の基幹統計の作成の基礎資料として利用 
 

○国勢統計が作成されない時点における人口 
 に関する最新のデータとして、各種施策の 
 策定の基礎資料として利用 

人口推計の 
基幹統計の要件への該当状況 

3 



○審議会等※の政策立案過程において、基礎資料として利用されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口推計の利活用状況 
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○ 労働力統計において、毎月の全国結果算出のためのベンチマーク人口 
  に各月１日現在人口が利用されている。 
 
 

 
 

【参考】労働力統計 就業者数の算出基本式 
  就業者数＝ ベンチマーク人口 × 線形推定による就業者数

線形推定による人口  
 

＊線形推定：労働力調査で得られた人口に抽出率の逆数を掛け、全体の人口を推計すること。 

※ 総合資源エネルギー調査会 （経済産業省） 
平成27年2月 第２回長期エネルギー需要見通し小委員会 
 「エネルギー需要見通しに関する基礎資料」  
 スライド：経済水準④：交通需要 抜粋 

※ 教育再生実行会議（内閣官房） 
平成26年7月3日 「今後の学制等の在り方について」（第五次提言）  
スライド：今、向き合わなければならない我が国の状況 抜粋 



○ 国際連合の要請を受け、毎年「人口統計年鑑」 (Demographic Yearbook) 
 に７月１日現在人口を提供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口推計の利活用状況 

5 
「United Nations Demographic Yearbook 2014」 抜粋 



基幹統計として指定する統計の名称

 現行の加工統計は、「人口推計」を名称としている。 
 
○  「人口推計」との名称は、国勢統計の間の人口を推計した結果を 
  指すものとして、大正10年(1921年)から用いられてきており、当該 
  統計の名称として「人口推計」が統計ユーザーに広く浸透していると 
  考えられる。 
 
○  「Population estimates」(人口推計)は、国際機関においても用い 
  られている一般的な名称である。 
 
○ 人口統計の刊行物については、昭和58年に「人口推計資料」(Population 

Estimates Series)との名称で、 逐次刊行物を識別するための国際的な  
コード番号であるISSN (国際標準逐次刊行物番号。International  

  Standard Serial Number)を取得している。 
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基幹統計としての指定の範囲 

＜各月１日現在人口＞概算値(当月分)、 確定値(５か月前分) 
 

【全国】 
 年齢２、男女別人口（概算値）－総人口 
 年齢２、男女別人口（確定値）－総人口、日本人人口 
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＜補間補正人口※＞ 
 

【全国】(各月１日現在) 
 男女別人口－総人口、日本人人口 
 

【都道府県】(各年10月１日現在) 
 男女別人口－総人口、日本人人口 
  人口の割合－総人口 
  人口増減率－総人口 
  自然増減率－総人口 
  社会増減率－総人口 

 

 ※直近２回分の国勢統計の確定人口に基づき、 
   その間の人口について補間補正を行ったもの 

＜各年10月１日現在人口＞ 
 

【全国】 
 年齢１、男女別人口及び人口性比－総人口、日本人人口 
  年齢２、男女、月別人口－総人口、日本人人口 
  年齢２、男女別人口及び割合－総人口 
 

【都道府県】 
 男女別人口及び人口性比－総人口、日本人人口 
  男女別人口－総人口、日本人人口 
  人口の割合－総人口 
  人口増減率－総人口 
  自然増減率－総人口 
  社会増減率－総人口 
 年齢２、男女別人口－総人口、日本人人口 
  年齢3、男女別人口－総人口、日本人人口 
  年齢3、男女別人口の割合－総人口、日本人人口 
  男女別年齢構造指数－総人口 

［脚注］ １ 各歳、２ ５歳階級、 
          ３ ３区分（0～14歳、15～64歳、65歳以上） 

人口推計の集計事項一覧 

下線箇所が平成28年10月１日現在
人口の公表から新たに追加予定の項目 

＊日本人人口：我が国に常住している日本国籍を持つ者 



 

作 成 方 法 通 知 書（案） 

 

１ 基幹統計の名称 

  人口推計 

 

２ 基幹統計を作成するために用いる情報 

名  称 作成機関・保有機関 作成周期・更新周期 

① 国勢統計 総務省 ５年 

② 人口動態統計（概数・速報） 
厚生労働省 

毎月 

人口動態統計（確定数） １年 

③ 出入国管理統計 法務省 毎月 

④ 住民基本台帳人口移動報告 総務省 毎月 

⑤ 官報に基づく帰化人口 総務省 毎月 

⑥ 日本国籍取得者数及び喪失者数 法務省 １年 

⑦ 在留外国人統計 法務省 １年 

  ※基幹統計を作成するために用いる情報（集計事項別）については、別添１参照 

 

３ 基幹統計の作成に用いる情報の処理方法 

（１）推計の範囲 

   我が国に常住している（注１）全人口（外国人を含む。）である。ただし、外国人のうち、 

外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員（随員及び家族を含む。）及び外国軍隊の

軍人軍属（家族を含む。）は除いている。 

（注１）３か月以上にわたって住んでいる、又は住むことになっている者をいう。 

 

（２）推計の方法 

ア 各月１日現在人口 

    別添２参照   

イ 各年 10月１日現在人口 

    別添３参照 

ウ 補間補正人口（注２） 

    別添４参照 

（注２）直近２回分の国勢統計の確定人口に基づき、その間の人口について補間補正を行ったもの。 
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４ 基幹統計の作成周期 

（１）各月１日現在人口     毎月 

（２）各年 10月１日現在人口   １年 

（３）補間補正人口       ５年 

 

５ 作成する基幹統計の具体的内容 

（１）各月１日現在人口 

全国、年齢（５歳階級）、男女別人口（概算値）－ 総人口 

全国、年齢（５歳階級）、男女別人口（確定値）－ 総人口、日本人人口 

 

（２）各年 10月１日現在人口 

  全国、年齢（各歳）、男女別人口及び人口性比 － 総人口、日本人人口 

全国、年齢（５歳階級）、男女、月別人口－ 総人口、日本人人口 

全国、年齢（５歳階級）、男女別人口及び割合 － 総人口 

都道府県、男女別人口及び人口性比 － 総人口、日本人人口 

都道府県、男女別人口 － 総人口、日本人人口 

都道府県別人口の割合 － 総人口 

都道府県別人口増減率 － 総人口 

都道府県別自然増減率 － 総人口 

都道府県別社会増減率 － 総人口 

都道府県、年齢（５歳階級）、男女別人口－総人口、日本人人口 

都道府県、年齢（３区分（注３）)、男女別人口 －総人口、日本人人口 

都道府県、年齢（３区分）、男女別人口の割合 －総人口、日本人人口 

都道府県、 男女別年齢構造指数 － 総人口 

（注３）「０～14歳」、「15～64歳」及び「65歳以上」の３区分 

 

（３）補間補正人口 

全国、男女別人口－総人口、日本人人口（各月１日現在） 

都道府県、男女別人口－総人口、日本人人口（各年 10月１日現在） 

都道府県別人口の割合－総人口（各年 10月１日現在） 

都道府県別人口増減率－総人口 

都道府県別自然増減率－総人口 

都道府県別社会増減率－総人口 
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基幹統計を作成するために用いる情報（集計項目別） 

 

集計事項 

 

国勢統計 

 

人口動態 

統計 

出入国 

管理統計 

住民基本

台帳人口

移動報告 

官報に 

基づく 

帰化人口 

日本国籍

取得者数

及び喪失

者数 

在留 

外国人 

統計 

（注１） （注２） （注３）   （注４） （注５） 

各月 

１日 

現在 

人口 

全国、年齢(５歳階級)、男女別人口（概算値）

－ 総人口 
○ ○概数・速報 ○ － － － － 

全国、年齢(５歳階級)、男女別人口（確定値）

－ 総人口、日本人人口 
○ ○概数 ○ － ○ ○ － 

各年 

10月 

１日 

現在 

人口 

全国、年齢(各歳)、男女別人口及び人口性比 － 

総人口、日本人人口 
○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

全国、年齢(５歳階級)、男女、月別人口－ 総

人口、日本人人口 
○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

全国、年齢(５歳階級)、男女別人口及び割合 － 

総人口 
○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

都道府県、男女別人口及び人口性比 － 総人

口、日本人人口 
○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

都道府県、男女別人口 － 総人口、日本人人口 ○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

都道府県別人口の割合 － 総人口 ○ ○概数 ○ ○ － － － 

都道府県別人口増減率 － 総人口 ○ ○概数 ○ ○ － － － 

都道府県別自然増減率 － 総人口 ○ ○概数 － － － － － 

都道府県別社会増減率 － 総人口 ○ － ○ ○ － － － 

都道府県、年齢(５歳階級)、男女別人口－総人

口、日本人人口 
○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

都道府県、年齢(３区分)、男女別人口 －総人

口、日本人人口 
○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

都道府県、年齢(３区分)、男女別人口の割合 －

総人口、日本人人口 
○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

都道府県、 男女別年齢構造指数 － 総人口 ○ ○概数 ○ ○ ○ ○ － 

補間 

補正 

人口 

全国、男女別人口－総人口、日本人人口（各月

１日現在） 
○ ○確定数 ○ － ○ ○ － 

都道府県、男女別人口－総人口、日本人人口（各

年10月１日現在） 
○ ○確定数 ○ ○ ○ ○ ○ 

都道府県別人口の割合－総人口（各年 10月１

日現在） 
○ ○確定数 ○ ○ － － ○ 

都道府県別人口増減率－総人口 ○ ○確定数 ○ ○ － － ○ 

都道府県別自然増減率－総人口 ○ ○確定数 － － － － － 

都道府県別社会増減率－総人口 ○ － ○ ○ － － ○ 

（注１）国勢統計の確定人口を基準人口とする（各月１日現在人口の算出においては、確定人口が公表されるまでの間、速報集計による人

口を用いる。）。 

（注２）各月１日現在人口（概算値）算出には、推計月の１か月前及び２か月前分は前年同月の概数、推計月の３か月前及び４か月前分は

速報、推計月の５か月前分は概数を用いる。 

（注３）各月１日現在人口（概算値）の算出には、推計月の１か月前から５か月前までの分は、前年同月値を用いる。 

（注４）各月１日現在人口においては、10月1日現在人口（確定値）の算出時のみ「日本国籍取得者数及び喪失者数」を用いる。 

（注５）「在留外国人統計」は、平成26年 10月１日現在人口まで基礎資料として用いていたことから、平成 27年国勢調査の結果による補

間補正人口の作成まで使用するが、平成32年国勢調査の結果による補間補正人口以降については使用しない。 

別添１ 
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各月１日現在人口の推計方法 

 

 

１ 推計の概要 

各月１日現在人口は、下に示すとおり、「国勢統計」（総務省）の確定人口（注１）を基準人口（注

２）として、その後の１か月間の自然動態、社会動態及び国籍異動（注３）による異動人口を求め、

これを加減することにより、算出する。 

（注１）国勢統計の確定人口が公表されるまでの間は、速報集計による人口を用いる。以下同じ。 

（注２）推計の基礎となる人口。以下同じ。 

（注３）国籍異動は日本人人口算出時に用いる。以下同じ。 

 

【推計の基本式】 

各月１日現在人口（確定値） 

＝基準人口（前月１日現在人口の確定値） 

＋１か月間の異動人口（自然動態、社会動態及び国籍異動） 

   人口＝基準人口（前月１日現在人口の確定値） 

  ＋１か月間の自然動態 

  ＋１か月間の社会動態 

  ＋１か月間の国籍異動 

     自然動態＝出生児数－死亡者数 
 社会動態＝入国者数－出国者数 

国籍異動＝日本国籍取得者数－日本国籍喪失者数 

 

２ 推計の方法 

（１）推計のための各要素（確定値） 

ア 基準人口 

国勢調査の翌月は、国勢統計の確定人口を基準人口とし、国勢調査の翌々月以降は前月 

１日現在人口の確定値を基準人口とする。 

イ 異動人口（＝自然動態＋社会動態＋国籍異動） 

（ア）自然動態（＝出生児数－死亡者数） 

「人口動態統計（概数）」（厚生労働省）による出生児数及び死亡者数を用いる。 

なお、年齢不詳の死亡者数は、不詳を除く死亡者数の年齢別割合により比例配分し 

各年齢に含める。 

（イ）社会動態（＝入国者数－出国者数） 

「出入国管理統計」（法務省）による入国者数及び出国者数を用いる。ただし、日本      

人については、海外滞在期間３か月以内の出入（帰）国者（出国から入国までの期間

が３か月以内の者）を除き、外国人については、国内滞在期間３か月以内の者を除く。 

別添２ 
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出生児数 死亡者数 入国者数 出国者数

－ ５歳階級 ＋ ５歳階級 － ５歳階級

前月１日現在 日本人・男 日本人・男 日本人・男 日本人・男

５歳階級別人口 ＋ ＝

総人口・男 出生児数 死亡者数 入国者数 出国者数

－ ５歳階級 ＋ ５歳階級 － ５歳階級

外国人・男 外国人・男 外国人・男 外国人・男

当月１日現在

５歳階級別人口

総人口・男

前月１日現在 出生児数 死亡者数 入国者数 出国者数 国籍異動人口

５歳階級別人口 ＋ － ５歳階級 ＋ ５歳階級 － ５歳階級 ＋ ５歳階級

日本人人口・男 日本人・男 日本人・男 日本人・男 日本人・男 日本人・男

＝ ５歳階級別人口

日本人人口・男

当月１日現在

なお、年齢不詳の外国人の出入国者数は、不詳を除く出入国者数の年齢別割合によ

り比例配分し各年齢に含める。 

（ウ）国籍異動（＝日本国籍取得者数） 

「官報に基づく帰化人口」（官報告示（「日本国に帰化を許可する件」）による「日本

国籍を取得した者」を総務省で集計した数）を用いる。 

なお、10月１日現在人口（確定値）の算出時のみ「日本国籍取得者数及び喪失者数」

（法務省の資料）も用いる。 

 

（２) 「全国、年齢（５歳階級）、男女別人口（確定値）－総人口、日本人人口」の算出 

基準人口に、年齢５歳階級、男女別に、その後１か月間の出生児数、死亡者数、入国者数

及び出国者数を加減（日本人については、更に日本国籍取得者数及び日本国籍喪失者数を加

減）して算出する。 

  

（例１ 総人口・男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２ 日本人人口・男） 

 

 

 

 

 

 

（３）概算値の算出 

前述の各月１日現在人口（確定値）の総人口を基準人口として、その後の５か月間の自然

動態及び社会動態による異動人口を求め、これを加減することにより、推計月の各月１日現

在人口（概算値）を算出する。 

なお、異動人口には、以下の「人口動態統計（概数・速報）」及び「出入国管理統計」を用

いる。 

・「人口動態統計」 推計月の１か月前及び２か月前分：前年同月概数  

推計月の３か月前及び４か月前分：速報 

推計月の５か月前分：概数 

・「出入国管理統計」 推計月の１か月前から５か月前まで分：前年同月値  

１か月間の異動人口 

１か月間の異動人口 
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各年10月１日現在人口の推計方法 

 

 

１ 推計の概要 

各年10月１日現在人口は、下に示すとおり、「国勢統計」（総務省）の確定人口を基準人口（注

１）として、その後の１年間の自然動態、社会動態及び国籍異動（注２）による異動人口を求め、こ

れを加減することにより、算出する。 

（注１）推計の基礎となる人口。以下同じ。 

（注２）国籍異動は日本人人口算出時に用いる。以下同じ。 

 

【推計の基本式】 

各年10月１日現在人口 

＝基準人口（前年10月１日現在） 

＋１年間の異動人口（自然動態、社会動態及び国籍異動） 

   人口＝基準人口（前年10月１日現在人口） 

  ＋１年間の自然動態 

  ＋１年間の社会動態 

  ＋１年間の国籍異動 

     自然動態＝出生児数－死亡者数 
 社会動態＝入国者数－出国者数 

 ＋都道府県間転入者数－都道府県間転出者数 
 国籍異動＝日本国籍取得者数－日本国籍喪失者数 

 

 

２ 推計の方法 

（１） 推計のための各要素 

ア 基準人口 

国勢調査の翌年は、国勢統計の確定人口を基準人口とし、国勢調査の翌年以外の年は前 

年10月１日現在人口の確定値を基準人口とする。 

 

イ 異動人口（＝自然動態＋社会動態＋国籍異動） 

（ア）自然動態（＝出生児数－死亡者数） 

「人口動態統計（概数）」（厚生労働省）による出生児数及び死亡者数を用いる。 

なお、都道府県及び年齢不詳の死亡者数は、不詳を除く死亡者数の都道府県別年齢 

      別割合により比例配分し、各都道府県の年齢別死亡者数に含める。 

（イ）社会動態（＝入国超過数＋都道府県間転入超過数） 

別添３ 
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前年10月１日現在 出生児数 死亡者数 入国者数 出国者数 転入超過数 国籍異動人口

県、各歳人口 ＋ 県 － 県、各歳 ＋ 県、各歳 － 県、各歳 ＋ 県、各歳 ＋ 県、各歳

日本人人口・男 日本人・男 日本人・男 日本人・男 日本人・男 日本人・男 日本人・男

前年10月１日現在 出生児数 死亡者数 入国者数 出国者数 転入超過数 国籍異動人口

県、各歳人口 ＋ 県 － 県、各歳 ＋ 県、各歳 － 県、各歳 ＋ 県、各歳 ＋ 県、各歳

外国人人口・男 外国人・男 外国人・男 外国人・男 外国人・男 外国人・男 外国人・男

当年10月１日現在

＝ 県、各歳人口

日本人人口・男

当年10月１日現在

＝ 県、各歳人口

外国人人口・男

総人口、日本人人口

総人口、日本人人口

男

当年10月１日現在

当年10月１日現在

全国、各歳人口

男

都道府県別人口

当年10月１日現在

県、５歳階級別人口

総人口、日本人人口

男

  ① 入国超過数（＝入国者数－出国者数） 

「出入国管理統計」（法務省）による入国者数及び出国者数を用い、日本人は海外

滞在期間３か月以内の出入（帰）国者を、外国人は国内滞在期間３か月以内の者を

除く。 

なお、「住所地が外国」の日本人については、年齢（各歳）別に出入国者数の都道 

府県別割合により比例配分して、各都道府県の出入国者数に加算する。 

また、都道府県及び年齢不詳の外国人の出入国者数は、出入国者数の都道府県別 

年齢別割合により比例配分し、各都道府県の年齢（各歳）別出入国者数に含める。 

②  都道府県間転入超過数（＝転入者数－転出者数） 

 「住民基本台帳人口移動報告」（総務省）による都道府県間転出入者数を用いる。 
（ウ）国籍異動（＝日本国籍取得者数－日本国籍喪失者数） 

「官報に基づく帰化人口」（官報告示（「日本国に帰化を許可する件」）による「日本

国籍を取得した者」を総務省で集計した数）及び「日本国籍を取得者数及び喪失者数」

（法務省の資料）を用いる。 

 

（２） 「全国及び都道府県、年齢、男女別人口」の推計 

 基準人口に、年齢（各歳）、男女別に、その後１年間の出生児数、死亡者数、入国者数及び 

出国者数を加減、（日本人については、更に日本国籍取得者数及び日本国籍喪失者数を加減） 

して当年 10月１日現在の都道府県、年齢（各歳）、男女別総人口及び日本人人口を算出する。 

    これらを年齢（５歳階級）別に足し上げ「都道府県、年齢（５歳階級）、男女別総人口及び 

日本人人口」を算出する。また、「全国、年齢（各歳）、男女別総人口及び日本人人口」及び 

「都道府県、男女別総人口及び日本人人口」を算出する。 

 

（例 総人口・男） 

 
１年間の異動人口 
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補間補正人口の推計方法 

 

 

１ 推計の概要 

前回の「国勢統計」（総務省）の確定人口を基準とした最新の国勢調査実施年の人口推計に 

よる10月１日現在人口と、最新の「国勢統計」の確定人口とは必ずしも一致しない。そのため、 

５年ごとに、前回の「国勢統計」の人口を基準人口として、最新の国勢調査実施年までの各月 

（各年）の異動人口及び補間補正数を加減することにより、国勢調査実施年の間の各月（各年） 

の人口推計について補間補正を行い、補間補正人口を算出する。  

 

２ 推計の方法 

（１） 推計のための各要素 

ア 各月１日現在の全国人口 

（ア）基準人口 

「各月１日現在人口」と同様 

（イ）異動人口（＝自然動態＋社会動態＋国籍異動） 

       ① 自然動態（出生児数－死亡者数） 

「人口動態統計（確定数）」（厚生労働省）による出生児数及び死亡者数を用い 

る。 

②  社会動態（入国者数－出国者数） 

「各月１日現在人口」と同様 

（ウ）国籍異動（日本国籍取得者数－日本国籍喪失者数） 

「各月１日現在人口」と同様 

（エ）補間補正数 

各月の補間補正数は、下の例に示すとおり算出する。 

                例 平成22年国勢調査の確定人口による補間補正 

平成17年国勢調査の確定人口を基準として算出した平成22年10月１日現在人 

口と平成22年国勢調査の確定人口との差を、各月に均等配分して算出する。 

               各月の補間補正数 ＝ 
1

60
  ×（Ｐ )22( －Ｐ )17(

22 ）  

                 Ｐ )22(  : 平成22年国勢調査の確定人口 

Ｐ )17(
22  : 平成17年国勢調査の確定人口を基準として算出した平成22年10

月１日現在人口 
 

            Ｐ )17(
22 ＝  平成17年国勢調査  ＋  平成17年10月～22年９月 

                        の確定人口           の異動人口 

 

別添４ 
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イ 各年 10月１日現在の都道府県別人口 

  （ア）基準人口 

      「各年 10月１日現在人口」と同様 

（イ）異動人口（＝自然動態＋社会動態＋国籍異動） 

① 自然動態（出生児数－死亡者数） 

(A) 日本人 

     「人口動態統計（確定数）」による出生児数及び死亡者数を用いる。 

なお、住所地不詳の死亡者数は、不詳を除く死亡者数の都道府県別割合 
   によって比例配分し、各都道府県の年齢別死亡者数に含める。 
(B) 外国人 

「人口動態統計（確定数）」では、出生児数及び死亡者数いずれも、男女別 

全国総数しか得られないため、これを当該年の「人口動態統計（概数）」（厚生 
労働省）の都道府県別割合によって比例配分する。 

  ② 社会動態（＝入国超過数＋都道府県間転入超過数） 

 (A) 日本人 

(a)  入国超過数（＝入国者数－出国者数） 
  「各年10月１日現在人口」と同様 

（b） 都道府県間転入超過数（転入者数－転出者数） 

「各年10月１日現在人口」と同様 
(B) 外国人 

国内滞在期間３か月以内の者を除く入国超過数のみを用いる。 

なお、「出入国管理統計」（法務省）では男女別全国総数しか得られないた 

め、都道府県別の外国人出入国者数については、男女別入国超過数の全国計 

を「在留外国人統計」（法務省）の前々年12月末現在及び前年12月末現在の 

結果から求められる都道府県別外国人増加数の絶対値の割合を用いて、各都 

道府県に比例配分して算出する。 

ただし、平成27年及び32年国勢調査の人口による補間補正以降の社会動態 

には、入国超過数及び都道府県間転入超過数を用いる。 

（ウ）国籍異動 

「各年 10月１日現在人口」と同様 

（エ）補間補正数 

各年のｉ県の補間補正数は、下の例に示すとおり算出する。 

例 平成22年国勢調査の人口による補間補正数 

平成17年国勢調査の確定人口を基準として算出した平成22年10月１日現在 

人口と平成22年国勢調査の確定人口との差を、各年に均等配分して算出する。 

          各年のｉ県の補間補正数＝ 
1

５
 ×（Ｐ )22(

i －Ｐ )17(
22i ） 

Ｐ )22(
i ：平成22年国勢調査におけるｉ県の確定人口 

Ｐ )17(
22i      ：平成17年国勢調査の確定人口を基準として算出した平成22年10月 
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１日現在のｉ県の人口 

Ｐ )17(
22i ＝  平成17年国勢調査に    ＋  平成17年10月～22年９月の 

                         おけるｉ県の確定人口       ｉ県の異動人口 

 

（２） 補間補正人口の算出 

以下により算出する。 

 

各月１日現在の全国人口 

当該月の補正後人口＝前月の補正後人口 

＋前月の異動人口 

＋補間補正数 

各年10月１日現在の都道府県別人口 

当該年の補正後人口＝前年の補正後人口 

＋前年10月～当年９月の異動人口 

＋補間補正数 

 

（参考）補正前人口と補正後人口の相違点 

例 平成22年国勢調査の人口による補間補正数 

区        分 補 正 前 人 口 補 正 後 人 口 

 

出生児数、死亡者数 

 

 

 

補間補正数 

 

「人口動態統計（概数）」による

もの  

 

 

「人口動態統計（確定数）」による

もの              

                

平成17年国勢調査の確定人口を基

準として算出した平成22年10月１

日現在人口と、平成22年国勢調査の

確定人口との差を、各月、各年に均

等配分して算出した数 
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統計法（平成 19年法律第 53 号）（抄） 
 

（定義）  

第２条   

４  この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。  
一  第５条第１項に規定する国勢統計  
二  第６条第１項に規定する国民経済計算  
三  行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものと

して総務大臣が指定するもの 
イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計 
ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計 
ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その

他国際比較を行う上において特に重要な統計 
 
（基幹統計の指定）  

第７条  総務大臣は、第２条第４項第三号の規定による指定（以下この条において単に

「指定」という。）をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議すると

ともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。 
２  総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。  
３  前２項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。 
 
（基幹統計の作成方法の通知等）  

第 26条  行政機関の長は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、そ

の作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。当該作成

の方法を変更しようとするとき（政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。）

も、同様とする。  
２  総務大臣は、前項の規定による通知があった基幹統計の作成の方法を改善する必要

があると認めるときは、当該行政機関の長に意見を述べることができる。  
３ 総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、統計委員

会の意見を聴かなければならない。 
 

参考資料２ 


	資料２　【諮問本体資料】諮問第90号「人口推計の基幹統計としての指定について（諮問）」
	01 諮問文
	02 （別紙）諮問理由
	空白ページ
	空白ページ

	資料２　【諮問本体資料】資料２の参考
	03 諮問の概要案（人口推計） 
	諮問第90号の概要�(人口推計の基幹統計としての指定について)
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8


	資料２　【参考資料１】作成方法通知書（案）
	資料２　【参考資料２】統計法（抄）



